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住民監査請求に係る監査の結果について（通知） 

 

平成１９年９月３日付けで提出された地方自治法第２４２条第１項の規定に基づく住民監査請求に係

る監査の結果を同条第４項の規定により下記のとおり通知します。 

記 

第１ 監査の結論 

本件住民監査請求は理由がないと認める。 

第２ 住民監査請求 

１ 住民監査請求の趣旨 

住民監査請求書の記載等により、本件住民監査請求の趣旨を、以下のとおり特定した。 

① 市が、平成１９年４月２０日及び同年５月１８日、地下水浄化ポンプの水位計及び流量計の修

繕費として、合計１１７万６０００円を支出したことは、違法又は不当であるので、是正を求める。 

② 市が、①の修繕費１１７万６０００円を、地下水汚染の原因者である特定企業に請求することを

怠っていることは、違法又は不当であるので、是正を求める。 

③ 市が、地下水汚染の原因者の特定のための調査（ボーリングなど）を怠っていることは、違法

又は不当であるので、是正を求める。 

２ 住民監査請求の理由 

① 平成元年から平成２年、旧武生市大虫地区及び吉野地区の地下水において、環境基準0.03

㎎/ℓを超えるトリクロロエチレン（以下「ＴＣＥ」という。）が検出された。 

② 平成元年ないし平成５年の福井県の調査により、旧武生市大虫地区に所在する特定事業所

が、ＴＣＥの汚染源であると特定された。 

③ しかし、市は、当該特定事業所を運営する企業に対してＴＣＥの除去を命ずることなく、公費

により、ＴＣＥ除去のための揚水施設（ポンプ）を設置し、現在に至るまで、その維持・管理費用

を負担している。 

また、市は、揚水施設の設置・維持・管理に要する費用を、当該企業に請求していない。 
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④ なお、請求人は、平成１８年、独自に、当該特定事業所の南西地区（地下水流の上流に当た

る。）の地下水を調査したところ、ＴＣＥの濃度は基準値以下であり、当該特定事業所が汚染源

であることが再確認された。 

⑤ また、大学の専門家も、当該特定事業所が、汚染源であり、当該企業が汚染除去費用を負担

すべきであると指摘している。 

⑥ さらに、地下水汚染により、地元農産物に対する風評被害が懸念されるので、当該企業の負

担により、早急に抜本的な汚染除去措置が講ぜられるべきである。 

⑦ 市は、当該企業に配慮し、原因者負担に消極的であり、その姿勢が不当である。 

第３ 監査の経緯 

平成１９年 ９月 ３日 住民監査請求受付 

平成１９年 ９月１３日 監査（環境政策課から事情聴取） 

平成１９年 ９月２６日 監査（協議） 

平成１９年１０月 ４日 監査（協議） 

平成１９年１０月１２日 監査（資料検討） 

平成１９年１０月２９日 監査（請求人に陳述及び証拠の提出の機会を付与、協議） 

第４ 判断の理由 

１ 本件の経緯 

請求人及び環境政策課が提出した資料及び環境政策課担当者の説明によれば、以下の経緯

が認められる。 

平成元年１０月 水質汚濁防止法改正、ＴＣＥを有害物質に指定 

福井県・旧武生市が、地下水調査を実施 

平成元年１１月 旧武生市吉野地区から、環境基準 0.03 ㎎/ℓを超えるＴＣＥを検出 

付近住民に対し井戸水飲用の自粛要請 

平成元年１２月 福井県が、汚染周辺地区の工場・事業所への立入調査 

平成２年 ９月 福井県担当者から旧武生市担当者に対し、「特定事業所が一連の地下水汚染の汚

染源であると考える」との説明 

（理由） 

① 特定事業所を起点として汚染が確認されている。 

② 特定事業所の土壌調査の結果、ＴＣＥが確認された。 

③ 当該事業所以外に、これだけの汚染を引き起こす事業所が確認されない。 

平成５年    旧福井県環境センター（福井県環境センター）の年報に掲載された調査研究報告に

おいて、「特定事業所が汚染源と判明した」と記載 

（理由） 

① 地下水の上流部にあたる大虫地区の南端に電子部品製造事業所があり、地下

水汚染はここから帯状に北進する形で始まっている。 

② 当該事業所は、過去に大量のＴＣＥを使用していた。 

③ 当該事業者が県の指導によりＴＣＥ使用施設があった場所の周辺で調査用井

戸を掘削し水質検査したところ、高濃度のＴＣＥが検出された。 
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④ フィンガープリント法による敷地内の詳細調査の結果、高濃度の汚染プルーム

が発見された。 

⑤ 本保地区の汚染については、地下水流の解析から大虫地区の汚染の延長と推

定される。なお、当地区に新たな汚染源があるかどうかについては、これまでの

地下水流の解析だけでは言及できないが、当地区には大量にＴＣＥを使用して

いた事業所がないことから可能性は低いと思われる。 

平成３～11 年 旧武生市は、大虫地区、吉野地区において、揚水によるＴＣＥの除去事業を開始 

なお、ＴＣＥは、揮発性が高く、水に溶けにくい 性質を有する。そこで、地下水を汲

み上げて地上の空気に触れさせることにより、地下水中のＴＣＥの濃度を減少させ

ることができる。 

地下水浄化ポンプの設置・稼動状況は、下表のとおりである。 

 

 設置日 

稼動日 
設置場所 設置者 揚水能力 備 考 

１ H3.9 京町２丁目 民 間 200t/日 廃止 

２ H6.10 下太田町公園 武生市 6.6 ㎥/時 調査専用・休止中 

３ H9.4 
本保町生活改善

センター前 
福井県 144 ㎥/時

冬季道路消雪専用 

４～11 月のみ使用 

４ H9.2 本保天保碑横 武生市 144 ㎥/時  

５ H11.4 吉野郵便局横 武生市 144 ㎥/時  
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平成６年～１８年 福井県による定期モニタリング分析結果、以下のグラフのとおり、大虫地区及び 

吉野地区の地下水中のＴＣＥの濃度は、逓減している。 
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（注）数値は最高濃度井戸での過去２年間の平均濃度 

平成１９年 ４月 地下水浄化ポンプ水位計の修繕費（吉野郵便局横ポンプ） 

２３万１０００円を支出 

平成１９年 ５月 地下水浄化ポンプ流量計の修繕費（吉野郵便局横ポンプ） 

９４万５０００円を支出 

２ その他の調査結果 

(1) 地下水汚染による市の財産の損害 

本件の地下水汚染地域の一部に市有地が存在する。 

しかし、当該市有地においては地下水を利用していない。 

その他、地下水汚染により、市有地の利用が妨げられるなど、市の財産における直接の損害

は、発生していない。 

(2) 環境各法に基づく汚染地区の指定等 

水質汚濁防止法など環境各法に基づく汚染地区の指定又は事業者に対する措置命令は、

福井県知事がその権限を有しているが、これまで、越前市内において、本件に関して、その権

限が行使されたことはない。 

３ 判断 

(1) 地下水浄化ポンプ修繕費の支出について 

ア 公費支出の必要性・相当性 

(ｱ) ＴＣＥは、発がん性があるとして、水質汚濁防止法において有害物質に指定されており、

地下水における基準値を超えるＴＣＥの存在は、市民の健康等に重大な悪影響を及ぼす
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おそれがある。 

他方、汚染源とされる特定企業は、福井県の調査によっても、唯一の汚染源と断定され

たわけではないことなどから、当該事業所の敷地外においては、自発的なＴＣＥの除去事

業を実施していなかった。 

そこで、ＴＣＥによる地下水汚染に係る支障の迅速な防止の必要上、市において、ＴＣ

Ｅの除去事業を実施すべき必要性が認められる。 

(ｲ) そして、ＴＣＥの除去法としては、揚水による除去が科学的に有効であると認められる。 

実際に、本格的に揚水事業を開始した平成６年以降、ＴＣＥの濃度が逓減しており、揚

水事業が一定の効果を挙げたものと評価できる。 

もっとも、平成１８年の定期調査でも、すべての観測地点において、環境基準０．０３㎎/

ℓを下回るまでには至っていないので、今後、当分の間、揚水事業を継続する必要があ

る。 

(ｳ) なお、環境基本法第３７条は、「公害又は自然環境の保全上の支障を防止するために

国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる者により実施されることが公害等に係る支障

の迅速な防止の必要性、事業の規模その他の事情を勘案して必要かつ適切であると認

められる事業が公的事業体により実施される」と規定し、地方公共団体において、公害防

止事業を実施することを認めている。 

さらに、越前市環境基本条例第１８条も、「市は、良好な環境の保全と創造に関する施

策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする」と規定し、市が公害防止事

業に財政発動することを認めている。 

イ 原因者負担 

(ｱ) 原因者負担の原則 

他方、環境基本法第３７条は、「国及び地方公共団体は、（中略）その事業の必要を生

じさせた者の活動により生ずる公害等に係る支障の程度及びその活動がその公害等に

係る支障の原因となると認められる程度を勘案してその事業の必要を生じさせた者にその

事業の実施に要する費用を負担させることが適当であると認められるものについて、その

事業の必要を生じさせた者にその事業の必要を生じさせた限度においてその事業の実

施に要する費用の全部又は一部を適正かつ公平に負担させるために必要な措置を講ず

る」と、原因者負担の原則を規定する。 

また、越前市環境基本条例第５条第１項も、「事業者は、基本理念にのっとり、その事

業活動を行うに当たって、これに伴って生ずる、ばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の

公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有す

る。」と規定する。 

しかし、本件の地下水浄化ポンプの管理費は、原因者負担の原則に拠ることなく支出

されていることから、この点が違法又は不当となるかを検討する。 

(ｲ) 水質汚染防止法 

地下水汚染に関する原因者負担の原則は、水質汚濁防止法第１４条の３に規定されて

いる。 
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すなわち、都道府県知事は、特定事業場において有害物質に該当する物質を含む水

の地下への浸透があったことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれ

があると認めるときは、その被害を防止するため必要な限度において、当該特定事業場

の設置者に対し、相当の期間を定めて、地下水の水質の浄化のための措置をとることを

命ずることができる。 

しかし、福井県は、当該特定事業所がＴＣＥによる地下水汚染の汚染源の一つであるこ

とを認めながら、当該特定事業所を運営する企業に対し、水質汚濁防止法第１４条の３の

措置命令を発していない。 

その理由は、当該特定事業所が、唯一の汚染源であると断定できないことにあると考え

られる。 

いずれにしても、福井県が措置命令を発しない以上、市において、水質汚濁防止法を

根拠として、地下水浄化ポンプの管理費を特定企業に請求できないことはやむを得な

い。 

なお、福井県は、本件に関して、土壌汚染対策法第７条第１項の措置命令も発してお

らず、同法は、市が地下水浄化ポンプの管理費を特定企業に請求する根拠とはならな

い。 

(ｳ) 公害防止事業事業者負担法 

次に、市が、本件の地下水浄化ポンプの管理を、公害防止事業事業者負担法に基づ

く公害防止事業として実施しなかったことが、違法又は不当であったかを検討する。 

公害防止事業事業者負担法第２条及び同法施行令第１条は、同法が適用される公害

防止事業の範囲を規定し、当該公害防止事業については、地方公共団体が、原因者で

ある事業者に対し、その費用の全部又は一部を請求できる。 

しかし、本件の揚水による地下水の浄化事業は、公害防止事業事業者負担法第２条

及び同法施行令第１条のいずれにも該当しないと考えられる。 

したがって、市が、公害防止事業事業者負担法を適用して、本件の地下水浄化ポンプ

の管理費を特定企業に請求することは困難である。 

(ｴ) その他 

本件のような地下水汚染に関する原因者負担の原則は、立法的な解決が図られるべき

であるが、そのような立法措置（法律又は条令の制定）は、地方自治法第２４２条第１項の

財務会計上の行為又は怠る事実には該当せず、住民監査請求の対象とならない。 

ウ まとめ 

以上により、本件の地下水浄化ポンプ管理費（修繕費）の支出は、適正かつ妥当なものであ

ると認められる。 

(2) 特定企業に対する請求について 

ア 特定企業に対する損害賠償請求 

まず、市が、特定企業に対する損害賠償請求権を有しながら、その行使を違法又は不当

に怠っているか否かを検討する。 

市が、特定企業に対する損害賠償請求権を有するためには、①特定企業が故意又は過
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失によりＴＣＥを地下水に浸透させたこと、②ＴＣＥによる地下水汚染により市が損害を被った

こと、③特定企業によるＴＥＣの地下水浸透と市の損害に因果関係が認められること、である。 

本件の地下水汚染地域の一部に市有地が存在するが、当該市有地においては地下水を

利用しておらず、地下水汚染により、市有地の利用が妨げられるなど、市の財産における直

接の損害は発生していない。 

なお、市が、地下水汚染防止のため揚水による地下水の浄化事業を実施したことは、公

害防止の目的のため、その行政裁量により特別の支出措置を講じたにすぎず、その費用を

市の損害と評価することはできない。 

したがって、市が、特定企業に対し、損害賠償請求権の行使を違法又は不当に怠ってい

る事実は認められない。 

イ 原因者負担 

市が、原因者負担の原則に基づき、地方自治法第２２４条の分担金として、地下水浄化ポ

ンプの管理費（修繕費）を特定企業に賦課することを、違法又は不当に怠っているか否かを

検討する。 

市において、地下水浄化ポンプの管理費（修繕費）を特定企業に賦課できる根拠としては、

公害防止事業事業者負担法が考えられる。 

しかし、前記(1)イ(ｳ)において述べたとおり、市において、公害防止事業事業者負担法に

基づき、本件の地下水浄化ポンプの管理費を特定企業に賦課することは困難である。 

したがって、市が、特定企業に対し、分担金の賦課を違法又は不当に怠っている事実は

認められない。 

ウ まとめ 

以上により、市が、本件の地下水浄化ポンプ管理費（修繕費）を特定企業に請求することを、

違法又は不当に怠っている事実は認められない。 

(3) 地下水汚染の原因者の特定のための調査について 

市が、地下水汚染の原因者の特定のため調査を実施することは、地方自治法第２４２条第１

項の財務会計上の行為又は怠る事実に該当せず、住民監査請求の対象とならない。 

(4) まとめ及び補足意見 

以上により、本件の住民監査請求は、いずれも理由がないと認めたものである。 

なお、市は、特定企業が汚染源の一つとされていることに鑑み、今後、特定企業を含めた関

係各所と協議するなど原因者負担の在り方について検討されたい。 

また、地下水汚染による地元住民の健康への悪影響及び地元農作物に対する風評被害を

防止するため、今後とも、地下水の水質の調査と浄化を継続するとともに、市民への適切な情

報提供を行うことを要望する。 

以上 
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